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現計画（第３章 代表指標と目標値） 改定案（第３章 代表指標と目標値） 改定箇所・理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜緑地面積の割合＞ 

人口減少やデジタル技術の進歩等の観点から、

指標の妥当性が低下しつつあることを鑑み、令

和 8年度改定の「生駒市緑の基本計画」で設定

する指標に変更 

 

＜再資源化率、家庭系燃えるごみの 1 人 1 日

あたり排出量＞ 

「第 6 次生駒市総合計画第 2 期基本計画」の

指標に合わせ、“ごみ総排出量”と“不法投棄

回収件数”に変更 

 

＜市域における温室効果ガス排出量＞ 

「第 3次環境モデル都市アクションプラン」策

定に伴い指標を追加 

 

＜市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量＞ 

「生駒市地球温暖化対策実行計画」策定に伴い

指標を追加 

 

 

 

 

 

  

新 

新 

 

見直し 

見直し 

見直し 
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現計画（第４章 具体的な施策） 改定案（第４章 具体的な施策） 改定箇所・理由 

 

 

 

   １ 住宅都市の周囲に広がる里山を保全し、利活用を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １ 住宅都市の周囲に広がる里山を保全し、利活用を進めます 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生物多様性の保全＞ 

国の「生物多様性国家戦略2023-2030（R5.3

月策定）」を踏まえ、自然環境に関する市・市民・

事業者の取組として、「生物多様性の保全」を

明記し取組を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 

新 

新 
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  ２ 農地の利用を促進し、自然の恵みを体感できる環境づくりを進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農地の利用を促進し、自然の恵みを体感できる環境づくりを進めます 

 

 

 

 

 

＜農地利用の促進＞ 

現計画策定以降、半農半 Xやファーマーズスク

ールなど、新規就農者を増やす取組を強化して

いるため追記 

 

＜農作物の地産地消の推進＞ 

現計画策定以降に開始した、いこまレストラン

の取組を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業者の取組＞ 

市の取組を推進するためには、農業者の協力が

不可欠なため追記 

 

  

新 

見直し 

新 
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   ３ まちなかの緑化を推進し、みどりを身近に感じられるまちづくりを進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ３ まちなかの緑化を推進し、みどりを身近に感じられるまちづくりを進めます 
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   １ 大気・水質など生活環境のさらなる向上を目指します 

 

 

 

 

  １ 大気・水質など生活環境のさらなる向上を目指します 
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  ２ ごみの少ない、資源を有効利用する循環型のまちを形成します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  ２ ごみの少ない、資源を有効利用する循環型のまちを形成します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ごみの発生抑制・リユースの促進＞ 

＜市民・事業者・行政による協働の推進＞ 

対面型もったいない食器市やいこま市民パワ

ーによる家庭の不用品等の販売代行サービス、

フードドライブの拠点拡大など、令和 7年度以

降に実施予定の取組を追加 

 

＜環境負荷の小さいごみ処理の推進＞ 

・ごみ焼却施設（清掃センター）の改修が令和

6年度中に完了するため削除 

・市域の脱炭素化を推進する取組として、公共

施設や公共事業により排出される木質廃棄物

を、令和 7年度から運転開始する木質バイオマ

ス発電所の燃料として活用する取組を開始し

たため追加 

 

＜市民の取組・事業者の取組＞ 

食品ロス削減には、市民や事業者の協力が不可

欠であり、それぞれが主体的に取り組む意識を

持ってもらうため、“食品ロス削減につながる

取組”を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 

新 

見直し 

新 

新 

削除 
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３ 美しいまちを維持し、住宅都市の魅力向上を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 美しいまちを維持し、住宅都市の魅力向上を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜不法投棄防止の推進＞ 

パトロールの実施や監視カメラの貸出など、市

で取り組んでいる内容を具体的に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 
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  １ 再生可能エネルギーの地産地消を進め、持続可能なまちを構築します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 再生可能エネルギーの地産地消を進め、持続可能なまちを構築します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜いこま市民パワー株式会社と連携した取組

による再生可能エネルギーの普及促進＞ 

・令和 7 年 4 月から運転を開始予定の木質バ

イオマス発電所からの電力購入を開始するた

め、取組を追加 

・脱炭素先行地域づくり事業により、公共施設

や民間施設、家庭への太陽光発電・蓄電池を設

置する事業を展開しているため、取組を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 
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  ２ 家庭・事業活動・交通など、各分野におけるエネルギー需要の抑制と効率的な利

用を進めます 

 

 

 

 

 

 ２ 家庭・事業活動・交通など、各分野におけるエネルギー需要の抑制と効率的な利用

を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜環境にやさしい交通への転換＞ 

脱炭素先行地域づくり事業の取組の１つとし

て掲げているため追記 

 

＜脱炭素型ライフスタイル、脱炭素経営の促進＞ 

令和 6 年 4 月に生駒市は「デコ活宣言」を行

い、HP 等でのデコ活アクションの紹介やどこ

でも講座・SDGs アクションネットワークによ

る啓発などの取組を推進しているため追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業者の取組＞ 

市域の脱炭素化を推進するためには、事業者の

協力が不可欠なため、具体的な取組を追記 

  

新 

新 

新 

新 
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  ３ 気候変動への適応策に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ３ 気候変動への適応策に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜健康リスクなどへの適応＞ 

令和 6 年 4 月の気候変動適応法の改正を踏ま

え、取組を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民の取組・事業者の取組＞ 

気候変動適応法の改正を踏まえ、市民や事業者

の取組を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 

新 

新 
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  １ 環境教育・環境学習で環境に関心を持つ人を増やします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 環境教育・環境学習で環境に関心を持つ人を増やします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜環境教育・環境学習の促進＞ 

目まぐるしく変化する環境分野において、市が

主体となる環境教育には限界があり、事業者の

持つノウハウや知識を活用した環境教育へ移

行していく必要があるため 

 

 

 

見直し 

新 
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２ 多世代が環境の取組に楽しんで参加し、輪を広げる機会をつくります 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 多世代が環境の取組に楽しんで参加し、輪を広げる機会をつくります 
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３ 市民の交流参加の仕組みと多様な主体が連携協力する体制を充実します 

す 

 

 

 

 

 

３ 市民の交流参加の仕組みと多様な主体が連携協力する体制を充実します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜協働とパートナーシップに基づく施策の推進＞ 

現計画策定以降、多様な主体との連携を促進す

るため、“複合型コミュニティづくりの推進” 

“民間事業者等のノウハウやアイデアを活用

した施策の推進”の取組を開始したため追記 

 

 

  

 

新 
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現計画（第５章 リーディングプロジェクト） 改定案（第５章 リーディングプロジェクト） 改定箇所・理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現計画の成果と課題＞ 

・親子ふれあい農業体験やいこまファーマー

ズスクール、市民農園の利用募集など、農地

を活用して苗代づくり・田植え・稲刈り等を

体験できる事業を実施した。 

・春の自然観察会やトンボ観察会、秋の自然観

察会など、市民団体エコネットいこまによる

イベントを実施した。 

・市民の森事業や里山づくり事業などを実施

し、市民のまちなかの緑を守り、大切にする

気持ちを高める機会を創出した。 

・希少種のカワバタモロコを、市民ボランティ

ア、研究機関、行政の協働で保護活動に取り

組み、生物資源の保存や子どもたちへの環境

教育に取り組んだ。カワバタモロコの保全に

関わらず、生駒市の自然環境を保全するため

には、行政や市民に加え、事業者や研究機関

など、多様な主体を巻き込んでいく必要があ

る。 

 

＜改定後の方向性＞ 

・市民の生活を豊かにするとともに、生物多様

性を保全する役割を果たすことから、今後も

多様な主体が関わり、生駒市の自然環境を保

全する取組を進める。 

・それに加え、市の森林資源を産業の活性化や

地域の魅力向上につなげるため、竹や森林な

どの森林資源の利活用にも取り組む。 
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＜現計画の成果と課題＞ 

・食品ロス削減協力店制度について、令和 6年

6月時点で 6店舗の登録があるが、制度を開

始した令和 2年度以降、新たな取組を行うこ

とができていないため、活性化を図る必要が

ある。 

・いこま SDGs アクションネットワーク事業と

して「やさしい切り方プロジェクト」や「キ

ャラベジプロジェクト」など、食ロス削減の

普及啓発につながる取組を実施しているが、

単発的なイベントではなく、事業者と継続的

に連携した実施できる仕組みづくりが必要

である。 

・毎週木曜日たけまるホールで実施するとと

もに、環境保全課窓口で毎日食品の受取を実

施するとともに、令和 5年度は、日本郵政グ

ループ協力のもと、市内全郵便局でフードド

ライブを開催する「郵便局 de フードドライ

ブ」を実施した。今後も更なる受付拠点の増

加や市民等への周知が必要である。 

・食品を提供する事業者と消費者とを IT技術

を活用してつなげる仕組みづくりについて

は、多額のコストが掛かるため実施できてい

ない。 

 

＜改定後の方向性＞ 

・令和 6 年 1 月実施の生駒市ごみ組成調査に

おいて、総燃えるごみ量のうち食品ロスは

14.9%（重量比）、そのうち手つかず食品が

8.0%（重量比）を占めており、食品ロスの削

減には継続して取り組むことが求められる。 

・ネットワークシステムの構築は多額の費用

が掛かるため、現在実施しているフードドラ

イブ事業や形骸化している食品ロス削減協

力店制度を活性化することで、地域福祉にも

寄与する食ロス削減に取り組む。 
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＜現計画の成果と課題＞ 

・いこま市民パワーから公共施設及び民間事

業者への電力供給を継続的に実施するとと

もに、令和 2 年 9 月から一般家庭への電力

供給を開始したが、令和 3年度から令和 4年

度にかけて、全国的に電力需給がひっ迫する

状況の下で、いこま市民パワーの電力調達コ

ストが上昇したことにより、積極的な供給先

の拡大に努めることが困難であったため、供

給件数が伸びていない。 

・一般家庭の卒 FIT 電源の獲得件数拡大に向

け、いこま市民パワーと連携して営業活動等

を行った。 

・いこま市民パワーによるコミュニティサー

ビスとして、登下校メールサービス（ミマモ

ルメ）や置き配ボックス導入支援などを実施

した。 

 

＜改定後の方向性＞ 

・令和 5 年 4 月に選定された脱炭素先行地域

事業を通じて、いこま市民パワーにとって安

価な安定電源を確保できる見込みであるた

め、先行地域を中心に積極的な供給拡大を目

指し、市域の脱炭素化に取り組む。 

・加えて、いこま市民パワーによるコミュニテ

ィサービスも引き続き実施する。 
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＜現計画の成果と課題＞ 

・いこま SDGs アクションネットワークの会員

が、市内の学校・団体向けの出前講座・体験

会等のプログラムを提供するいこま SDGsデ

リバリーを実施した。 

・歩いて行ける自治会館や公園等を買物支援

や健康づくりなど様々な地域活動を複合的

に行う拠点とする「複合型コミュニティづく

り（まちのえき）づくり」を進めた。 

・IKOMAサマーセミナーやまちづくり人材バン

ク、自主学習グループなど、市民が持つ知識

やノウハウを他の市民に伝えるイベント・事

業を実施した。 

・子どもを一時的に預けたい人と預かる人が

会員となり、子育てを一時的・補助的に支援

するファミリー・サポート事業を実施した。 

・上記のように、各分野でシェアリングエコノ

ミーの概念が広まっており、リーディングプ

ロジェクトとして設定する段階は終了して

いると考えられる。 

 

＜改定後の方向性＞ 

・住宅都市である生駒市において、環境の保

全・創造を促進するためには、市民の行動変

容が重要である。 

・本市に関わる企業・団体や学校等と連携し、

各々が有する資源や知見を活かして市民等

へ働きかけを行うことで、環境問題を自分事

として捉え行動するきっかけとなる取組を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


